
第５８号議案 

 

   東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和４年９月１２日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０

年法律第８７号）の改正等に伴い、規定の整備を図るため提出し

ます。 

 



   東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東京都台東区手数料条例（平成１２年３月台東区条例第１号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表第２の４建築の部３６の項事務の欄中「第８５条第５項」

を「第８５条第６項」に改め、同部３６の２の項事務の欄中「第

８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同部４１の４の項

事務の欄中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に

改め、同部４１の５の項事務の欄中「第８７条の３第６項」を

「第８７条の３第７項」に改め、同部５１の項及び５２の項を次

のように改める。 
     
５１ 長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律（平

成２０年

法律第８

７号）第

６条第１

項の規定

に基づく

長期優良

住宅建築

等計画又

は長期優

良住宅維

持保全計

画（以下

この項に

おいて

「長期優

良住宅建

築等計画

長期優良

住宅建築

等計画等

認定申請

手数料 

長期優良住宅建築等計画等認定申

請手数料の額は、次の１及び２に

掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に掲げる額（当該申請に係る

住宅が一戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用途に供する部分を有

しないものに限る。以下同じ。）

の場合において、一戸建ての住宅

を新築しようとするときは、１の

(１)のイ又は(２)のイに掲げる

額、一戸建ての住宅を増築し、若

しくは改築しようとするとき又は

当該住宅について建築行為を行わ

ないときは、２の(１)のイ又は

(２)のイに掲げる額）（申請に併

せて長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第６条第２項の規定に

基づく申出があった場合において

は、一の建築物について１４の２

認定

申請

のと

き。 



等」とい

う。）の

認定の申

請に対す

る審査 

の項に掲げる額（申請に係る計画

に、特定建築基準適合判定資格者

である建築主事が特定建築基準適

合審査を行う部分が含まれる場合

においては当該部分ごとに１の２

の項に掲げる額の手数料を加えた

額、建築基準法第８７条の４に規

定する昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては当該昇降機１基

について１４の４の項又は１４の

５の項に掲げる額の手数料を加え

た額）に相当する額を加えた額） 

１ 住宅を新築しようとする場合 

次の(１)及び(２)に掲げる場合

の区分並びに当該申請に係る住

宅が属する一の建築物の床面積

の合計に応じ、それぞれ次に掲

げる額 

 (１) 申請に併せて住宅の品質

確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）

第６条の２第５項の確認書若

しくは住宅性能評価書又はこ

れらの写しが提出された場合 

  イ １００平方メートル以内

のもの ７,１００円 

  ロ １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの １３,０００円 

  ハ ５００平方メートルを超

え、１,０００平方メート

ル以内のもの ２２,００

０円 

  ニ １,０００平方メートル



を超え、２,５００平方メ

ートル以内のもの ３２,

０００円 

  ホ ２,５００平方メートル

を超え、５,０００平方メ

ートル以内のもの ５７,

０００円 

  ヘ ５,０００平方メートル

を超え、１０,０００平方

メートル以内のもの ９

４,０００円 

  ト １０,０００平方メート

ルを超え、２０,０００平

方メートル以内のもの １

６１,０００円 

  チ ２０,０００平方メート

ルを超え、３０,０００平

方メートル以内のもの １

９０,０００円 

  リ ３０,０００平方メート

ルを超えるもの ２０３,

０００円 

 (２) (１)以外の場合 

  イ １００平方メートル以内

のもの ５２,０００円 

  ロ １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの １２２,０００

円 

  ハ ５００平方メートルを超

え、１,０００平方メート

ル以内のもの １９６,０

００円 

  ニ １,０００平方メートル



を超え、２,５００平方メ

ートル以内のもの ３８

６,０００円 

  ホ ２,５００平方メートル

を超え、５,０００平方メ

ートル以内のもの ６９

１,０００円 

  ヘ ５,０００平方メートル

を超え、１０,０００平方

メートル以内のもの １,

１８８,０００円 

  ト １０,０００平方メート

ルを超え、２０,０００平

方メートル以内のもの 

２,１９８,０００円 

  チ ２０,０００平方メート

ルを超え、３０,０００平

方メートル以内のもの 

３,１４０,０００円 

  リ ３０,０００平方メート

ルを超えるもの ３,８４

７,０００円 

２ 住宅を増築し、若しくは改築

しようとする場合又は当該住宅

について建築行為を行わない場

合 次の(１)及び(２)に掲げる

場合の区分並びに当該申請に係

る住宅が属する一の建築物の床

面積の合計に応じ、それぞれ次

に掲げる額 

 (１) 申請に併せて１の(１)に

規定する書類が提出された場

合 

  イ １００平方メートル以内



のもの １０,０００円 

  ロ １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの １９,０００円 

  ハ ５００平方メートルを超

え、１,０００平方メート

ル以内のもの ３３,００

０円 

  ニ １,０００平方メートル

を超え、２,５００平方メ

ートル以内のもの ４７,

０００円 

  ホ ２,５００平方メートル

を超え、５,０００平方メ

ートル以内のもの ８５,

０００円 

  ヘ ５,０００平方メートル

を超え、１０,０００平方

メートル以内のもの １４

０,０００円 

  ト １０,０００平方メート

ルを超え、２０,０００平

方メートル以内のもの ２

４２,０００円 

  チ ２０,０００平方メート

ルを超え、３０,０００平

方メートル以内のもの ２

８４,０００円 

  リ ３０,０００平方メート

ルを超えるもの ３０４,

０００円 

 (２) (１)以外の場合 

  イ １００平方メートル以内

のもの ７８,０００円 



  ロ １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの １８３,０００

円 

  ハ ５００平方メートルを超

え、１,０００平方メート

ル以内のもの ２９３,０

００円 

  ニ １,０００平方メートル

を超え、２,５００平方メ

ートル以内のもの ５７

９,０００円 

  ホ ２,５００平方メートル

を超え、５,０００平方メ

ートル以内のもの １,０

３７,０００円 

  ヘ ５,０００平方メートル

を超え、１０,０００平方

メートル以内のもの １,

７８２,０００円 

  ト １０,０００平方メート

ルを超え、２０,０００平

方メートル以内のもの 

３,２９６,０００円 

  チ ２０,０００平方メート

ルを超え、３０,０００平

方メートル以内のもの 

４,７１０,０００円 

  リ  ３０ ,０００平方メート

ルを超えるもの  ５ ,７７

０,０００円           
５２ 長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

長期優良

住宅建築

等計画等

変更認定

長期優良住宅建築等計画等変更認

定申請手数料の額は、当該申請に

係る住宅が属する一の建築物の当

該計画の変更に係る部分の床面積

変更

認定

申請

のと



法律第８

条第１項

の規定に

基づく長

期優良住

宅建築等

計画又は

長期優良

住宅維持

保全計画

（以下こ

の項にお

いて「長

期優良住

宅建築等

計画等」

とい

う。）の

変更の認

定の申請

に対する

審査 

申請手数

料 

の合計に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあっ

ては、当該増加する部分の床面積

の合計）に応じて、当該計画が住

宅を新築する際に認定を受けたも

のである場合においては、５１の

項１の (１ )のイからリまで又は

(２ )のイからリまでに掲げる額

（当該住宅が一戸建ての住宅の場

合においては、５１の項１の(１)

のイ又は(２)のイに掲げる額）、

当該計画が住宅を増築若しくは改

築する際に認定を受けたもの又は

当該住宅について建築行為を行わ

ずに認定を受けたものである場合

においては、５１の項２の(１)の

イからリまで又は(２)のイからリ

までに掲げる額（当該住宅が一戸

建ての住宅の場合においては、５

１の項２の(１)のイ又は(２)のイ

に掲げる額）（申請に併せて長期

優良住宅の普及の促進に関する法

律第８条第２項において準用する

同法第６条第２項の規定に基づく

申出があった場合においては、一

の建築物について１４の２の項に

掲げる額（申請に係る計画に、特

定建築基準適合判定資格者である

建築主事が特定建築基準適合審査

を行う部分が含まれる場合におい

ては当該部分ごとに１の２の項に

掲げる額の手数料を加えた額、建

築基準法第８７条の４に規定する

昇降機に係る部分が含まれる場合

においては当該昇降機１基につい

て１４の４の項又は１４の５の項

に掲げる額の手数料を加えた額）

に相当する額を加えた額） 

き。 

     

 別表第２の４建築の部５４の項事務の欄中「長期優良住宅建築

等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画（以下この項に



おいて「長期優良住宅建築等計画等」という。）」を加え、同項

名称の欄中「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等

計画等」に改め、同項の次に次のように加える。 

５４

の２ 

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第１

８条第１

項の規定

に基づく

住宅の容

積率に関

する特例

の許可の

申請に対

する審査 

認定を受

けた長期

優良住宅

建築等計

画に基づ

く建築に

係る住宅

の容積率

の特例許

可申請手

数料 

１６０,０００円 許可

申請

のと

き。 

 別表第２の４建築の部に次のように加える。 
     
６４ マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律（平成

１２年法

律第１４

９号）第

５条の４

の規定に

基づく管

理計画の

認定の申

請に対す

る審査 

マンショ

ン管理計

画認定申

請手数料 

１ 長期修繕計画の数が１である

もの ４,１００円 

２ 長期修繕計画の数が２以上で

あるもの ４,１００円に１を

超える長期修繕計画の数に１,

８００円を乗じて得た額を加算

した額 

認定

申請

のと

き。 



６５ マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律第５条

の６第１

項の規定

に基づく

管理計画

の認定の

更新の申

請に対す

る審査 

マンショ

ン管理計

画認定更

新申請手

数料 

１ 長期修繕計画の数が１である

もの ４,１００円 

２ 長期修繕計画の数が２以上で

あるもの ４,１００円に１を

超える長期修繕計画の数に１,

８００円を乗じて得た額を加算

した額 

更新

申請

のと

き。 

     
６６ マンショ

ンの管理

の適正化

の推進に

関する法

律（以下

この項に

おいて

「法」と

いう。）

第５条の

７第１項

の規定に

基づく管

理計画の

変更の認

定の申請

に対する

審査 

マンショ

ン管理計

画変更認

定申請手

数料 

マンション管理計画変更認定申請

手数料の額は、変更認定申請１件

につき、次に掲げる額を合算した

額 

１ 法第５条の７第２項において

準用する法第５条の４に基づく

管理計画の認定の基準（以下

「変更に係る認定基準」とい

う。）のうち管理組合の運営の

基準に係る事項 ４,８００円 

２ 変更に係る認定基準のうち管

理規約の基準に係る事項 ４,

０００円 

３ 変更に係る認定基準のうち管

理組合の経理の基準に係る事項 

４,６００円 

４ 変更に係る認定基準のうち長

期修繕計画の作成又は見直しの

基準に係る事項 ９,８００円 

５ 変更に係る認定基準のうち組

合員名簿若しくは居住者名簿又

は都道府県等マンション管理適

正化指針の基準に係る事項 

２,９００円 

６ １から５まで以外の事項 

２,０００円 

７ ２以上の長期修繕計画の変更

に係る申請の場合にあっては、

変更

認定

申請

のと

き。 



１を超える長期修繕計画の数

に、次に掲げる額を乗じて得た

額を合算した額 

 イ 変更に係る認定基準のうち

管理組合の運営の基準に係る

事項 ２,６００円 

 ロ 変更に係る認定基準のうち

管理規約の基準に係る事項 

２,６００円 

 ハ 変更に係る認定基準のうち

管理組合の経理の基準に係る

事項 ２,８００円 

 ニ 変更に係る認定基準のうち

長期修繕計画の作成又は見直

しの基準に係る事項 ５,２

００円 

 ホ 変更に係る認定基準のうち

組合員名簿若しくは居住者名

簿又は都道府県等マンション

管理適正化指針の基準に係る

事項 １,７００円 

 ヘ イからホまで以外の事項 

９００円      

   付 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

日から施行する。 

 (１) 別表第２の４建築の部３６の項、３６の２の項、４１の

４の項及び４１の５の項の改正規定並びに同部５４の項の次

に１項を加える改正規定 公布の日 

 (２) 別表第２の４建築の部５１の項、５２の項及び５４の項

の改正規定 令和４年１０月１日 

 (３) 別表第２の４建築の部に３項を加える改正規定 令和４

年１１月１日 


